
 

 
 

大河原小島商業施設の届出概要について 

（法第５条第１項 新設） 

 

１ 届 出 者  仙南ハウス産業株式会社 

２ 届出年月日  平成３１年１月１５日 

３ 店舗の名称  大河原小島商業施設 

４ 店舗設置者  仙南ハウス産業株式会社 代表取締役 小幡 敏美 

          柴田郡大河原町字新南３４番地の５ 

５ 店舗所在地  柴田郡大河原町字小島２１番地の２ 

６ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称，店舗面積 

氏名又は名称 店舗面積 取扱商品 

株式会社ツルハ １，２２０㎡ 食品，医薬品 

未定 ２４３㎡ 日用雑貨 

計 １，４６３㎡  

７ 大規模小売店舗を新設する日  令和元年９月１６日 

８ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐 車 場 の 収 容 台 数  ７１ 台（指針による必要台数：５７台） 

（２）駐 輪 場 の 収 容 台 数  ２０ 台（指針による参考台数：４２台） 

（３）荷 さ ば き 施 設 の 面 積  ８０．５０ ㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量  １２．２８㎥（指針による必要容量：８．７２㎥） 

９ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻 株式会社ツルハ 開店時刻：午前８時 閉店時刻：午前０時 

                 未     定 開店時刻：午前９時 閉店時刻：午後９時 

（２）駐 車 場 の 利 用 時 間 帯  午前７時３０分から午前０時３０分まで 

（３）駐 車 場 の 出 入 口 の 数  ４箇所 

（４）荷 さ ば き 実 施 時 間 帯  午前６時から午後１０時まで 

１０ 事務手続き等 

・公 告 年 月 日  平成３１年 １月３０日 

・縦 覧 期 間  公告の日から令和元年５月３０日まで 

（公告の日から４か月間） 

・地 元 説 明 会  平成３１年 ２月１９日 
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・大規模小売店舗立地専門委員会  平成３１年 ４月２２日 

・市町村等からの意見書提出期限  令和 元年 ５月３０日（公告の日から４か月以内） 

・県 の 意 見 の 通 知 期 限  令和 元年 ９月１５日（届出の日から８か月以内） 

 

 



住民説明会の実施状況 

開催日時 平成３１年２月１９日（火）午後６時３０分から午後７時３０分まで 

開催場所 えずこホール（仙南芸術文化センター） 会議室 

宮城県柴田郡大河原町小島１―１ 

出席人数 ６名 

  

大河原町の意見について 

意見内容 設定者の回答内容 

なし なし 

 

 

地元住民の意見について 

意見内容 設定者の回答内容 

 なし なし 

 

 

交通対策等現地調査会の実施状況 

※店舗面積が３，０００㎡未満のため実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問事項 回答内容 

 開店時には混雑が予想されるがど
のように考えているのか。 

開店時には交通整理員を配置して整理を行います。 

→県の意見は不要 

 

 工事はいつ頃から行うのか。 今年の４月ぐらいからの着工になると思います。 

→指針の対象外 

 

騒音の基準値が予測点で違うが，
どういうことか。 

基準値は都市計画上の用途地域ごと定められており、隣接

地の用途地域が違うことから基準値も変わっています。 

→県の意見は不要 

 



大規模小売店舗立地法に基づく県の意見 

届 出 者 仙南ハウス産業株式会社 

届 出 年 月 日 平成３１年１月１５日 

店 舗 名 称 大河原小島商業施設 

所 在 地 柴田郡大河原町字小島２１番地の２ 

市 町 村 の 意 見 あり なし 

地域住民等の意見 あり なし 

県 の 意 見 案 

交 通 関 係 あり なし 

騒 音 関 係 あり なし 

廃 棄 物 関 係 あり なし 

そ の 他 ― 

意 見 案 県の意見はなし 

附 帯 意 見 案 

騒音対策として実施することとしている来客車両の徐行運転が徹底されない

などして，周辺住民から苦情が申し立てられた場合は，追加的な騒音防止対

策を検討し，周辺環境の保全に配慮願います。 

 


